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用語の解説

【地域の特色を活かしたまちづくり】
安来市・広瀬町・伯太町の1市２町は歴史、文化、生活などにおいて一体性を有し、一つの生活圏

として深い関わりを持ってきました。また、行政においてもこれまで広域行政組合等を通じ、協力し

て一体的な地域づくりを進めてきました。

新生市は1市２町の合併により、４万３千人余りの人口（推定）を擁する都市となり、新たな期待

がさまざまに膨らみます。

第一に、松江圏と米子圏の間に位置し、中海圏域において存在感ある都市としての発展が期待され

ます。

第二に、南部に広がる緑の山々、新生市域を源流から河口まで流れる飯梨川、伯太川は優れた農地

を育み、地域住民に豊かな実りとさまざまな自然の恵みをもたらしています。これらの美しい自然や

豊かな生態系は、今後新生市の誇るべき財産として、その輝きをいっそう増すものと期待されます。

第三に、それぞれの地域で培われてきた個性豊かな優れた民芸、美術、伝統技術や歴史的建造物を

活かし、多彩な文化が開花する都市へ生まれ変わることが期待されます。

【住民主体のまちづくり】
一方、合併後に展開されるさまざまな事業を通じて、「安心できる福祉サービス等の充実・強化」、

「地域幹線道路網や生活道路網の整備」、「高度な情報通信網の整備」を図ることにより、地域内移動

の利便性の向上及び新生市内どこからでも行政、福祉等の窓口と円滑にコミュニケーション(注)できる

安心・快適な生活環境の創出が望まれます。

さらに、新生市内各地域においては、「地域社会を支える産業への支援」や「交流人口の拡大、地

域固有の伝統文化、生涯学習等への支援」を通じたコミュニティの活性化が急務となっており、「住

民主体の自立的な地域づくりへの参画・実践」の実現が望まれています。

また、行政には「高い行政能力と効率的で効果的な行政システム」の構築、「質の高い行政サービ

ス」の実施が望まれます。

本計画は、市町村合併を好機と捉え、住民をはじめ、各種団体・組織等の自助努力と行政との協働

により、「住民が安心して幸せに暮らせる、豊かで個性ある地域」を創造するため、将来像、新生市

建設の基本方針、展開する主要な施策などについて示していくものとします。

(注) 「語句説明」

・コミュニケーション
意志の疎通。

・コミュニティ
一般的に共同体または共同社会。

その中でも「地域コミュニティ」は、特に地域の結びつきが強く、地域性を持った集団のこと。

はじめに
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（１）地域の歴史・一体性

安来市、広瀬町、伯太町は、歴史的にも地理的にも一つの地域として一体性を有してきまし

た。

今からおよそ１３００年前、当地域は出雲国の東部「意宇
お う

郡」に属していましたが、その後

平安時代には「意宇郡」から分離して、「出雲国能義郡」として一つの行政区域となりました。

戦国時代には月山富田城を治める尼子氏が、陰陽１１州（現中国地方）に勢力を及ぼすまで

に台頭し、山陰の中心地として栄えました。

また、江戸時代になると松江藩の支藩として広瀬藩（藩邸－広瀬町広瀬）、母里藩（藩邸－伯

太町大字西母里）が置かれ、安来は山陰道の港町として和鉄や蔵米の集散地として発展してい

きました。

明治４年の廃藩置県ののち松江県・広瀬県・母里県・隠岐は島根県として統合され、明治

２２年の市町村制の施行にともない行政基盤が確立されました。当時、町であったのは「安

来」「広瀬」の２町、村であったのは「飯梨」「能義」「荒島」「赤江」「島田」「宇賀荘」「大塚」

「比田」「山佐」「布部」「安田」「母里」「井尻」「赤屋」の１４村で、これら１６町村は「能義

郡」として一つの行政区域でした。

昭和に入ってからは、戦後、各町村が合併し、現在の１市２町になりました。

そして近年においては、消防・可燃ゴミ処理・し尿処理・斎場・バス、介護保険について1市

２町で広域行政組合を設けて対応しています。

このように、当地域は、歴史的に一体性を有し、地理的にも飯梨川や伯太川などの河川によ

って物資が往来していたなど深い関わりを持っています。

[参　考] 1市２町の沿革

.
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（２）生活圏の広域化と住民ニーズの高度化

社会経済の発展、道路交通網の整備やモータリゼーションの進展などにより地域住民の生活

行動圏は拡大しました。

安来道路の開通（安来ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞの設置）や国道９号・４３２号、主要地方道（県道）、広域

農道などの改良・整備、ＪＲ山陰本線の高速化によって、交通網が充実した結果、住民の生活

行動範囲は格段に広域化しています。また、情報化の進展や生活様式の変化などによって住民

の価値観は多様化し続けており、行政サービスにおいてもこれまでの画一的なものから高度で

多様なサービスが必要になっています。[資料:Ｐ65．図1－１]

（３）少子高齢化の進展

当地域も少子高齢化が進展しており、将来的に高齢者の福祉を支える機能の充実強化や少子

化の進行を緩和する対策の強化、若年層の定住促進、男女共同参画社会の実現といった対策を

総合的かつ的確、迅速に展開していく必要があります。

そのためには、合併による高い政策立案能力をはじめとする行政能力の強化、対策の実施に

必要な安定した財政基盤の確立が必要です。

（４）財政基盤の強化

経済環境の変化にともない税収が伸び悩む一方、多額の国債・地方債の発行によって国・地

方ともに財政事情は極めて厳しい状況となっています。今後のさらなる地方分権（地方への権

限委譲）の進展に対応するためにも、行財政の効率化を図り、自律的で安定した財政基盤を確

立していくことが必要です。そのためにも合併により足腰の強い行財政基盤を築き、行政サー

ビス水準の維持・向上、立ち遅れている地域の社会基盤の整備を進めていく必要があります。

・モータリゼーション
自動車時代。自動車化。車社会。

・男女共同参画社会
男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野の活動に参画する機会を確保し、男女が均等に利益を

享受するとともに責任を負う社会。

用語の解説

.
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（５）合併に対する地域の状況

平成１４年１月に１市２町の住民を対象に実施したアンケート調査では、合併に肯定的なひ

とが７割近くとなったほか、１市２町の合併を希望するひとが６割、合併特例法期限内に合併

すべきと答えたひとが７割近くに達するなど、安来市・広瀬町・伯太町でのまちづくりを考え

る住民が少なくとも６～７割を占める結果でした。

[参　考] 市町村合併に関する住民アンケートの結果

・合併特例法
正式には「市町村の合併の特例に関する法律」といい、平成１７年３月３１日までに行われた市町村の合併

については様々な特例措置が設けられている。

用語の解説

.





sh inse i

・汽水湖
海岸にあって、海水と淡水の混合した水からなる湖。

・三角州
河水の運搬した土砂が、河口に沈積して生じた三角形の土地。デルタ。

用語の解説

（１） 位置と地勢

新生市は、島根県の東部、鳥取県との県境に位置し、北は汽水湖である中海を隔て八束町、

境港市(鳥取県)、東は米子市(鳥取県)、西伯町(鳥取県)、南は日南町(鳥取県)、横田町、仁多町、

西は、東出雲町、八雲村、大東町に接しています。

南部は中国山地に連なる豊かな緑が覆い、そこを源流とする飯梨川、伯太川が下流域に広大

な三角州平野を形成しています。

また、これらの河川の豊富な水を利用し、布部ダム、山佐ダムが築かれ、県東部地域の水瓶

として機能しています。

.
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（２）気　候

島根県東部の気候は、日本海型気候地域に属し、冬に雪が多い北陸型といわれています。ま

た、山沿いは平野部に比べ、年間平均気温が低く、冬季の降雪量が多くなっています。

（３）面　積

総面積は、４２０．９７ （うち可住地面積は95.62 ）で、南北およそ２８ 、東西２２

の南北にやや長い台形状の形となります。

地目別面積をみると、民有地の約６７％が山林原野、約２８％が農地、約４％が宅地となっ

ています。［資料:Ｐ66．表1－１］

（４）交通アクセス

q 道　路

国道９号バイパス（自動車専用道路）である安来道路が東西に走り、山陰自動車道の一部と

して機能しています。そのほか、新生市を東西に走る国道９号、南北に走る国道４３２号、主

要地方道安来木次線、主要地方道安来伯太日南線などの幹線道路網でネットワークされていま

す。

w 空　路

新生市から直線距離で西へ約３０ の地点に出雲空港、北におよそ２０ の地点に米子空港

があり、東京や大阪などへも良好なアクセスが確保されています。

e 鉄　道

ＪＲ山陰本線が東西に走り、安来駅・荒島駅を有します。安来駅から県庁所在地である松江

市までは特急で約１３分、隣接の米子市（鳥取県）までは約７分の連絡となっています。

・アクセス
空港、高速道路などに接近、接続すること。

用語の解説

.



sh inse i

・人工造林
造林は、およそ５００年前の室町時代末期に奈良県吉野地方で始まったとされ、スギやヒノキを中心に人為

的に植林され、形成された森林のこと。

用語の解説

（５）人口と世帯数

q 総人口

平成１２年の国勢調査（10月1日）によると、１市２町の総人口は、４５，２５５人で、昭和

６０年をピークに減少傾向にあります。前回調査時（平成7年、46,934人）からは３．６％減少

しています。［資料:Ｐ66．表2－１］

w 世帯数

平成１２年の国勢調査時点では、１２，７６１世帯（一般世帯）で、増加傾向となっていま

す。［資料:Ｐ66．表2－１］

e 人口構成

少子高齢化が進展し、総人口に占める６５歳以上人口の割合が２５．４％と、４人に１人が

高齢者という割合になっています。前回調査（平成7年）から比べると３．６ポイント上昇し、

徐々に高齢化が進展しています。［資料:Ｐ66．表2－２］

（６）産　業

q 就業構造

就業人口の構成をみると、農業を中心とする第１次産業就業者数が減少傾向、製造業や建設

業を中心とする第２次産業就業者数は横ばい、小売業やサービス業を中心とする第３次産業就

業者数は増加傾向にあります。［資料:Ｐ67～68．表3－１～５］

w 農林業

農業は、水稲を中心に梨やいちご、メロン等の果実・野菜、花き、茶、和牛などの生産が盛

んです。

林業は、主に圏域南部において、スギ・ヒノキを中心に人工造林・保育が行われてきました。

平成１４年には安来・広瀬・伯太それぞれの森林組合の合併により、しまね東部森林組合が設

立され、圏域一体となった林業施策への取り組みが始まっています。

.
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e 商工業

工業は、中海に近い臨海部に「たたら」技術の流れを汲む金属関連製造業を中心として、多

様な産業の集積がみられます。

商業は、市街地の一部に郊外型大規模店の進出がみられます。

r 観光等

美術館や庭園、遺跡、史跡、寺社、固有の無形文化、温泉などの優れた資源を有しており、

これらを活用した観光関連の産業（サービス業）がみられます。

また、自然の恵みを活かした水力発電や風力発電などのエネルギー生産が行われています。

.
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・アクセス Ｐ7参照

用語の解説

（３）世帯数

世帯数（一般世帯）は、平成１２年時点までは、核家族化等の影響で微増傾向を保って推移

してきましたが、今後は微減傾向に転じるものと推計されます。

また、１世帯当たりの人員は核家族化や非婚・晩婚化、少子化などによって緩やかな減少傾

向が続くものと推計されます。［資料:Ｐ66．表2－２］

（４）就業者数

就業者数は、人口の減少、高齢化にともなって徐々に減少し、人口総数に占める就業者数の

割合も平成１２年の５４．３％が、平成２７年には４９．０％（平成12年比△5.3%）になるも

のと推計されます。

（５）交流人口

交流人口は、新生市一体化による地域の観光資源の連携強化や中海圏域における観光資源の

連携、新生市における各種イベントの開催、地域資源の活用・掘り起こし、交通アクセス網の

充実強化などによって中長期的に増加していくものと想定されます。

.
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・ダイナミズム
活力。力強さ。

・コミュニティ Ｐ1参照

用語の解説

（１）地域の特性

当地域の特性として次のようなことがあげられます。

○ 美しく豊かな自然環境に恵まれていること

○ 歴史のロマンやダイナミズムが感じられる有形・無形の資源を有していること

○ 個性豊かで奥深い伝統や文化が生きていること

○ 産業活力にあふれ、ものづくりを中心とした高い技術と知恵を有していること

○ 個性豊かな地域が存在し、自由闊達
かったつ

な風土を育んでいること

[資料:Ｐ68．図2－１］

（２）主要な課題

主要な地域課題として次のようなことがあげられます。

○ 高齢者対策の充実

○ 少子化に対応した地域づくり

○ 生活環境基盤の整備充実

○ 地域コミュニティの活力増進、地域の伝統文化の振興

○ 若者の定住促進、農林業等の担い手育成

○ 産業活力の維持向上、観光資源等の活用、交流人口の拡大

○ 自然環境の保全、環境問題への取組

○ 行政能力の向上、財政基盤の強化、行政の効率化

○ 他地域との連携強化

［資料:Ｐ68～69．図2－１ 表4－１］

.



・コミュニティ Ｐ1参照

用語の解説

（１）まちづくりの基本理念

基本的な視点として『まち』では、そこに暮らし、働き、ふれあい、学び、憩う全てのひと

びとが、健康で文化的、安全で快適な生活を営めることが重要です。

また、新生市建設を促進し、発展を支える視点として、q元気な〝ひと〟（健やかな命・コ

ミュニティ）、w活力ある〝生業
なりわい

〟（伝統あるものづくりの技・産業）、e快適な〝環境〟（優

れた居住空間・豊かな自然、生態系）を育み、活かしていくことが重要です。

新生市は、このような基本的な視点、発展を支える視点に立ち、『自然』『文化』『健康』『交

流』をテーマとして新生市建設に取り組むことを基本理念とし、夢と希望に満ちた活力あふれ

るまちをつくりたいと考えます。

（２）新市の将来像

新生市は中海圏域のほぼ中央に位置し、山・川・平野・海のすべてを有する、地形的、環境

的に非常に恵まれた都市となります。さらに古事記や出雲国風土記等に記載される数多くの神

話、伝説の舞台となった地域でもあり、歴史的・文化的にも非常に高い価値を有する地域です。

また、古くから製鉄を営む地域として栄えてきたことも忘れてはなりません。

これらはすべて新生市民共有の“財産”であり、今後も誇りを持って後世に伝えていかなけ

ればなりません。

永い時と先人の叡智により醸成された“財産”を礎
いしずえ

とし、健康なひとびとを育み、ひと・

物・情報が活発に行き交う環境を整えることにより、新たな時代に即した多彩なコミュニティ

の形成、産業の振興、地域活力の創造に努め、すべての『ひと』が“元気”で“いきいき”と、

“快適”に暮らせる都市を新生市の目指す姿とします。

sh inse i
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○○○○○○○○○

（３）新市の基本目標

「－目指そう！　自活と共助のまちづくり－」を新生市建設推進の基本目標とします。

２１世紀という新しい時代は、住民が主体となり、そこに暮す住民とその子孫のために、自

らがたくましく活き（自活）、ともに助け合い（共助）、成長し支えあえる地域社会を構築しな

ければならないと考えます。自活と共助の地域社会の確立は、すべての住民が安心して住める、

夢と希望に満ちた活力あふれるまちの実現につながります。

（４）合併前のまちづくり計画の尊重

新生市の将来像は、これまでの１市２町の将来像を尊重・継承しつつ、新生市にふさわしい

姿を目指していくものとします。

安来市・広瀬町・伯太町で策定された総合計画や振興計画に掲げられている構想、諸計画に

ついては、合併後においても尊重し、その計画の実現や対策の実施に努めることとします。

◇安来市：「みんなで創るやすらぎのまち」～元気あふれる文化交流都市～
◇広瀬町：「人と自然にやさしいまち」 ～水と緑の住環境都市～
◇伯太町：「はなひらくまち」 ～水と緑が輝く彩り豊かな田園都市～

（５）基本戦略・方針

将来像を実現するため、「４つの『夢』戦略」、「５つの基本方針（5本柱）」を定め、自活と

共助のまちづくりを推進します。

○　将来像実現に向け、その最も重要な施策を次の４つの「夢」戦略として重点化・戦略化し

て推進します。

○　新生市の一体的発展を支える５つの基本方針（5本柱）を定め、住民福祉の充実、自活で

き、共に発展する地域づくり、快適な環境と活力あふれる暮しが調和するまちづくりを推進

します。
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・コミュニティ Ｐ1参照

用語の解説

☆ 円滑で活発なひと・物・情報交流「夢」戦略

地域の文化を支え、産業を活性化する高度情報通信網（IT網）・道路網を構築し、ひと・

物・情報が活発に行き交う地域を目指します。

☆ 元気で多彩なコミュニティ形成「夢」戦略

地域活動の支援強化のため各地域にコミュニティ・ステーション★を整備し、住民主体の
元気で彩り豊かな、ひとが輝く地域コミュニティの形成を目指します。

☆ 安心で健やかな暮らしづくり「夢」戦略

情報技術を有効に活用した暮らしのサポート体制を整備し、ともに助け合い、安心して健

やかに、いきいきと暮らせる地域を目指します。

☆ 豊かで誇れる中山間地域創造「夢」戦略

豊富な自然、悠久の歴史、多彩な文化を受け継ぎ、地域の特色を活かした産業振興・地域

振興を図り、豊かで誇れる中山間地域の創造を目指します。

★コミュニティ・ステーション

特に法的な根拠や定義はありません。

新生市が目指すコミュニティ・ステーションは、地域の活動（地域振興・生涯学

習等）、共助の地域づくりの核となる拠点施設であり、子どもからお年寄りまで、

住民だれもが気軽に集える交流の場とします。

また、その地域の住民が、自分たちの地域にはどのようなコミュニティ・ステー

ションが必要かを自分たちで考え、それに沿って整備を行うことが望ましいと考え

ています。

具体的には、現在の公民館を活用することを基本とし、本来生涯学習の拠点であ

る地区公民館が持つポテンシャル（潜在的な能力、可能性としての能力）を最大限

に引き出せるよう、その地域の実情、活動状況に応じた施設の整備・拡充、活動の

支援を行います。
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・健康づくり
広い意味での健康づくり。身体の健康はもとより、たとえ病気や障害をもっていても、目標をもち自分らし

さを大切にしながら自分の人生をつくりあげていくこと。

・ノーマライゼーション
障害者を特別視せず、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整え、共に生きる社会を実現すべき

という考え方。

用語の解説

（１） 地域の中で支えあう安心のまちづくり　　 （健康・安心・生きがいの創造）

住民すべてが健康で、安心して、生きがいを持って暮らせることは、最も基本的なことであ

ると考えます。

近年、生活習慣病や寝たきりの増加等が大きな社会問題となっています。また、２１世紀の

前半は、出生率の低下などによってさらに少子・高齢化が進展すると予想されます。

このような状況の中、子どもを安心して産み、育て、生涯健康で、誰もが生きがいをもって、

いきいきと暮らせる環境の整備が求められています。

情報技術（IT）を有効に活用し、保健、医療、福祉の連携を総合的に強化することにより、

住民一人ひとりの健康づくりを支援し、新生市全域にわたり迅速で質の高い福祉サービスの充

実を目指します。

さらに、行政機関、民間団体、ボランティアグループ等の連携をよりいっそう強化し、地域

の一体性を高め、ともに助け合いながら、安心して子どもを産み育てられるまちづくり、生き

がいをもって暮らせる健康長寿のまちづくり、みんながいきいきと暮らせるノーマライゼーシ

ョンのまちづくりを推進します。
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・生きる力
自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力。

自らを律しつつ他人と協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性とたくましく生きるための

健康や体力のこと。

・健康づくり Ｐ17参照

用語の解説

（２）ひとが輝く活力発揮のまちづくり　　　　　　 （教育・文化の充実）

生活環境の向上や余暇時間の増大、社会の成熟化などにともない、ひとびとの価値観は物の

豊かさから心の豊かさを求める方向へ変化しつつあり、個性豊かなひとを育てることが望まれ

ています。

学校教育、社会教育を基本に人権を尊重し個性が輝く活力あるひとづくり、ひとが輝く活力

あるまちづくりを推進していきます。

学校教育においては、完全学校週５日制が導入されたのをはじめ、「生きる力」を身につけ

る教育が重視されており、このような環境変化への対応を図っていく必要があります。また、

個性豊かなひとを育てるため、家庭・学校・地域が連携した総合的な教育環境の充実を目指し

ます。

社会教育においては、生涯学習の推進や地域の芸術・文化活動の充実を通じて、新生市内各

地域において心豊かな生活文化を創造できる環境整備を推進します。

また、スポーツ・レクリエーション活動や健康づくり活動の推進により、心身ともに健康で

活力あるひとづくりを推進するとともに、青少年の健全育成を図るための支援、若年層や女性

が地域社会で活力を発揮できるような仕組みや環境（「男女共同参画社会の実現」）を整えます。
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・光ファイバーケーブル
ガラス繊維を使用した情報通信（光通信）のためのケーブル（線）。従来の金属線に比べて大容量の情報を

伝達できる。

・新エネルギー
自然の力の利用や今まで使われずに捨てていたエネルギーを有効に使う地球にやさしいエネルギー。太陽光、

太陽熱、風力、廃棄物発電などのこと。

・ユニバーサル・デザイン
誰もが使いやすく、利用しやすいデザイン（意匠・設計・図案など）。

・バリアフリー
建築設計において、段差や仕切りをなくすなど高齢者や障害者に配慮をすること。

・コミュニティ・ステーション　Ｐ16参照
・アクセス Ｐ7参照

用語の解説

（３）みんなが住みよい快適環境のまちづくり　　　（定住環境の整備促進）

私たちみんなが住みやすくて快適なまちになるよう、都市的基盤の整備を推進するとともに

生活環境の向上に努めていきます。また、自然と調和する治水・治山対策及び土砂災害対策を

推進していきます。

都市的基盤については、広域交流ネットワークを支える幹線道路網、地域幹線道路網、中海

架橋の整備促進、情報技術（IT）のメリットを活かす光ファイバーケーブルによる情報通信ネ

ットワークの構築、公園緑地など憩いと交流の場の創出、公共下水道・農業集落排水施設整備

等を行い、市民生活の利便機能の向上実現を目指します。

併せて自然環境を保全し、価値ある自然を次世代に伝えるため、廃棄物処理体制の強化、資

源の再利用、再資源化、コンポスト化（堆肥化）を進め、環境への負荷が低減される地域（循

環型社会）づくりを目指します。また、環境的に負荷の少ない新エネルギー（風力発電、太陽

光発電等）の活用も促進します。

ひとにやさしいまちづくりを進めるため、公共施設のユニバーサル・デザイン化やバリアフ

リー化などを推進するほか、公共施設の効果的活用を目指し、施設機能の見直し（地域ｺﾐｭﾆﾃ

ｨ・ｽﾃｰｼｮﾝ設置等）や機能再配置の検討を進めます。また、新生市の核となる新生市庁舎の建設

を目指します。

地域防災の意識を高めるとともに災害時の初動体制の確立や新生市における地域防災体制の

見直しを進め、安全な地域づくりを目指していきます。

また、地域公共交通であるイエローバスの利便性向上を図ります。

○ 新生市における道路の概念

・幹 線 道 路： 圏域内を縦・横断する路線、圏域外へアクセスする路線。

（国道、県道、広域農道等）

・地域幹線道路： 圏域内において、幹線的な役割を果たす路線。

（県道、主要な市道等）

・日常的生活道路：　幹線道路、地域幹線道路以外の道路。

（農・林作業専用道路を除く）
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・グリーン・ツーリズム
緑豊かな農山村地域で自然、文化、ひとびととの交流を楽しむ滞在型の余暇活動。

・公益的機能
山林や里山、農地が持つ水源かん養、防災、保水、二酸化炭素吸収、景観保全などの機能。

用語の解説

（４）多彩な魅力と創造力豊かなまちづくり　　　　　　　　（産業の振興）

伝統ある技術や豊かな自然環境、ひとびとの知恵を活かし、創造力豊かな産業振興を目指し

ます。

農業においては、産業構造の変化や市場環境の変化、担い手不足などにともなって厳しい状

況にありますが、今後は営農の組織化、高付加価値化、安全で自立的な食を供給する都市と農

村地域一円における地産地消の推進、地域資源を活かしたグリーン・ツーリズムや定年帰農な

どを推進します。

林業は、国産材の価格競争力の低下などにより厳しい経営環境にありますが、森林の有する

水源かん養などの公益的機能を軸に環境保全の観点から森林の育成・管理に努めます。

商業については、市民が生活に必要な商品・サービスの供給が身近に行われるよう支援し、

安心して生活ができる環境の確保に努めます。

工業については、金属産業集積を活かし、若者の定住促進の観点から雇用の拡大につながる

研究開発型企業の育成に努め、創造力豊かなまちづくりを推進していきます。

観光産業については、多彩な魅力を有する地域資源を有効活用し、積極的な情報発信と新生

市一体となった広報・誘客活動の展開、隣接地域との連携を深めます。
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・コミュニティ Ｐ1参照

用語の解説

（５）参加と交流のまちづくり　　　　　　　　　　　（参加と交流の促進）

新生市においては多様な地域コミュニティを単位に住民の地域づくりへの参加とさまざまな

組織や団体の参加促進を図り、地方分権時代にふさわしい住民の自治能力向上を促進します。

市内各地域には人的つながりの深い地域コミュニティがあり、またそこには伝統や文化、歴

史的な遺産が数多く存在しています。このような地域コミュニティを大切にし、「自活」と「共

助」の地域づくりを推進します。また、子どもからお年寄り、男女を問わず地域づくりに参

加・参画できる機会の拡大に努めます。

交流については、他地域のひとびとや異なった世代のひとびととの交流を促進し、多様な価

値観や情報、知的な刺激、異文化などにふれる機会の拡大に努めます。

また、市内各地域が一体感を高め、私たちのまち(新生市)として誇れる地域づくりを目指し、

都市部と自然環境豊かな山間地域、河川の上流域・下流域、市内各地域（集落）間における交

流を促進し、相互に尊重・理解しあえるまちづくりを推進します。

さらに、観光振興はもとより、新生市一体となったイベントの開催や催事の誘致によって交

流人口の拡大を図ります。
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・アクセス Ｐ7参照

用語の解説

（１）土地利用及び都市構造

新生市の土地利用の状況は、集落が点在する「自然・農山村地域」、人口が集積する「市街・

都市的空間地域」、そしてこれらの中間に広がる「田園・農業集落地域」に大きく分けられます。

これらの地域が持つ特性を認識し、それぞれの機能を有効に活かす土地利用を促進していき

ます。

また、それぞれの地域の機能を分担・連携・相互補完し、自然との調和と保全、自然条件の

利活用、都市的機能・住環境の集積といった「地域特性を多層に連携」させることによって、

より豊かな住民生活の創造を目指します。

また、新生市全域のネットワーク（交流、情報）を充実、強化することによって、誰もが自

在に交流、アクセスできる地域基盤づくりを目指します。

◆都市構造の概念図◆
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（２）各特性（機能）に基づいた地域づくり

q 自然・農山村地域

山間地域が持つ豊かな緑と豊富な水源、生態系等は圏域共通の貴重な財産であることを認識

し、適切な保全に努めるとともに持続的に自然の恵み（豊かな実り・水源・ｴﾈﾙｷﾞｰ）を享受で

きる環境づくりを目指します。

山間に点在する集落においては、生活道路、バス、情報通信、農業集落排水を中心に各集落、

市街地などとの相互ネットワーク化を促進し、農村集落における生活環境の向上を目指します。

また、豊かな自然を利活用した都市と農村の交流（ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑ等）拡大に向けた施設・機能

の充実を目指します。

福祉等のサポート体制、在宅福祉サービスの充実、各種福祉サービス等の機能（拠点）への

アクセス強化（IT導入等）により、安心して暮らせる地域づくりを推進します。

河川を軸とした上下流域との連携を強化し、自然環境や水質の向上を目指します。

また、地域コミュニティ・ステーションなどの施設・機能の整備を促進し、地域の行政サー

ビス強化や情報化、交流の推進、生涯学習の推進、地域の伝統文化の継承・発展を支援します。

w 田園・農業集落地域

農業生産基盤の整備を推進するとともに、自然環境の保全、田園景観に配慮した資源循環型

の地域づくりを目指します。

農産品の加工・高付加価値化、流通機能の強化による農業構造の改善と活性化を支援し、食

の供給地として地産地消を推進します。

幹線道路網、地域幹線道路網の整備を促進するとともに、日常的生活道路の機能向上、情報

化の推進及び農業集落排水の整備などの生活機能向上を目指します。

各種福祉等サービス機能へのアクセス強化（IT導入等）により、安心して暮せる地域づくり

を推進します。

地域コミュニティ・ステーションの設置による行政サービスの充実、農村の伝統文化の継承

発展を支援します。また、歴史文化資源や天然の資源を活かした観光振興と癒しの空間づくり

を支援します。

e 市街・都市的空間地域

新生市の都市的機能の強化を目指し、医療・福祉、文化・教育、産業、生活利便施設等の充

実による都市的機能のグレードアップ、活力ある市街地の形成、地域コミュニティの活性化を

目指します。また、市街中心部などにみられる空き店舗や空き家を有効活用し、地域の個性を

活かす商業空間・交流空間づくりを推進します。

福祉・医療の拠点、文化・交流・情報・防災の拠点、産業振興基盤の整備等を推進していき

ます。
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・グリーン・ツーリズム Ｐ20参照

・アクセス Ｐ7参照

・コミュニティ・ステーション Ｐ16参照

・グレードアップ
等級、程度、度合いを高めること。

・コミュニティ Ｐ1参照

・光ファイバーケーブル Ｐ19参照

・バリアフリー Ｐ19参照

用語の解説

他地域との交流・連携を強化する中海架橋の建設や幹線道路ネットワークの強化を促進する

とともに、新たな情報通信機能を導入し、市内全域をカバーする光ファイバーケーブルによる

情報ネットワークの構築を推進します。

市民のまちづくりへの参画や交流を促進する機能を強化するとともに、憩いと安らぎの都市

的空間の創出や居住空間整備、町なみ整備、バリアフリー化を推進します。
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【 施　策　体　系　】

１． 地域の中で支えあう安心のまちづくり・・・（健康・安心・生きがいの創造）

（１） 保健・医療の充実

（２） 地域福祉の充実

（３） 子育て環境の充実

（４） 高齢者福祉の充実

２． ひとが輝く活力発揮のまちづくり・・・・・・・・・・（教育・文化の充実）
（１） 学校教育の充実

（２） 社会教育の充実

（３） スポーツ・レクリエーションの推進

（４） 青少年の健全育成

（５） 文化・芸術活動の推進

（６） 男女共同参画社会の推進

３． みんなが住みよい快適環境のまちづくり・・・・・・（定住環境の整備促進）
（１） 道路ネットワークの整備

（２） 水環境整備の促進

（３） 地域情報化の促進

（４） 生活環境整備の促進

（５） 自然環境・景観の保全

（６） 地域防災・防犯の推進

４． 多彩な魅力と創造力豊かなまちづくり・・・・・・・・・・・（産業の振興）
（１） 農林業の振興

（２） 商工業の振興

（３） 観光の振興

（４） 雇用の促進

５． 参加と交流のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・（参加と交流の促進）
（１） 地域コミュニティの確立

（２） 共助の地域づくり

（３） 多様な交流の促進

（４） 連携の地域づくり
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※健康日本２１
少子・高齢社会において国民が健康で元気に生活できる社会の実現を図るための国民健康づくり運動計画。

・健やか親子２１
主に母子保健に係る国民運動計画。少子化対策としての意義と、「健康日本２１」の一翼を担うという意義

も持ち、親と子が健やかに暮らせる社会づくりを目指すもの。

・感染症・難病等
ＨＩＶ（ｴｲｽﾞ）、ハンセン病、膠

こう

原病をはじめとし、Ｏ１５７なども含んだ感染症・難病

用語の解説

（１）保健・医療の充実

地域に住むひとびとが、生涯健康でいきいきと暮らせる、健康長寿の地域社会を築くことが

求められています。

健康増進計画｢健康新生市２１｣を早急に策定し、健康の増進、心の健康、食生活の改善など

幅広いサポート体制の充実を目指すとともに、生活習慣病等の予防体制や各種健康診査の充実

を図り、住民が生涯健康で暮らせるよう支援します。

また母子保健については「健やか親子２１」を策定し、これを推進することにより子どもを

安心して生み育てる環境づくりに努めます。

さらに保健・医療と福祉が一体となったシステムを確立することにより、地域の医療機関と

の連携を強化し、住民のニーズに対応した地域医療を目指します。

また、広瀬病院についても地域に密着した自治体病院としての役割を果たせるよう、その機

能の充実を図ります。

○ ｢健康新生市２１｣、「健やか親子２１」の策定・推進

○ 保健事業（各種健康診査、健康相談等）の充実

○ ＩＴ健康管理システム・ＩＴ健康相談システムの構築

○ 生活習慣病、介護予防対策の推進

○ 思春期保健対策の強化と健康教育の推進

○ 母子保健対策の拡充

○ 乳幼児医療費助成制度の拡充

○ 口腔歯科保健対策の推進

○ 広瀬病院の医療設備の拡充

○ へき地医療体制の確保

○ 感染症・難病等に関する正しい知識の普及と人権擁護施策の推進

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・ＮＰＯ
非営利組織。福祉や環境など多様な公益的活動を行う民間団体。

・ノーマライゼーション Ｐ17参照

・ユニバーサル・デザイン Ｐ19参照

・三障害
身体障害、知的障害、精神障害

用語の解説

（２） 地域福祉の充実

住民すべてが〝ひと〟としての尊厳をもち、家庭や地域の中で障害の有無や年齢にかかわら

ず、〝ひと〟として安心した生活が送れるよう自立を支援することが、今後の新しい地域福祉

（社会福祉）の理念となります。

地域福祉の一層の充実を図るためには、住民参加型の公民協働が不可欠であり、その活動拠

点の整備に努めるとともに、保健・医療と福祉の連携による各種ケアシステムを構築していか

なければなりません。

社会福祉協議会をはじめ、各種福祉関係団体との連携強化、ＮＰＯ法人・ボランティア団体

の育成を図り、地域の福祉ニーズに対応できる体制と地域の協力体制の確立に努めます。

またノーマライゼーションを基本に、障害者プランに沿った施策を推進するとともに、障害

者の状況に応じた支援や地域社会への参加促進、公共施設等のユニバーサル・デザイン化を推

進します。

○ 地域福祉計画の策定・推進

○ 福祉教育の充実・推進

○ 権利擁護事業の推進

○ ＮＰＯ法人、ボランティア団体の育成

○ 福祉関係（法人）団体との連携による福祉サービス供給体制の拡充

○ 障害（児）者の自立支援と社会参加促進

○ 三障害を包括した総合支援窓口の設置

○ 社会参加、社会復帰支援策の拡充

○ 授産施設、共同作業所等の整備・拡充

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・次世代育成支援計画
次世代育成支援対策推進法（平成15年7月16日公布・法律第120号）に基づく市町村行動計画。

従来の取り組み（ｴﾝｾﾞﾙﾌﾟﾗﾝ＝児童育成計画）に加え、政府・地方公共団体・企業が一体となって、国の基

本施策として次世代育成支援を進め、家庭や地域社会における「子育て機能の再生」実現を目的としたもの。

・コミュニティ Ｐ1参照

・ファミリーサポートセンター
育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人からなるボランティアに近い会員組織。

・放課後児童クラブ
共働き等で昼間両親が不在になる家庭の子どもを集め、遊びを中心に放課後を過ごすことを支援する組織。

用語の解説

（３） 子育て環境の充実

少子化の進展は地域社会にとって重要な課題となっています。

今後は「男性を含めた働き方の見直し」、「地域における子育て支援」、「社会保障による次世

代支援」、「子どもの社会性向上や自立の促進」の4つの視点において、国、県、市町村（地域）、

企業等が一体となった計画的かつ積極的な取り組みが求められています。

少子化に対する取り組みは総合的に展開する必要があり、次の世代を育成・支援する「次世

代育成支援計画」を早急に策定しこれを推進し、乳幼児から学童期、思春期までの子育てを、

家庭・職場・地域において男女が協力して担っていける子育ての環境づくりを推進する一方で、

若年世代の新しいライフスタイルに対応した子育て支援体制の整備に努め、安心して子どもを

生み育てられる地域社会の実現を目指します。

さらに、就学前の教育・保育を一体として捕らえ、保育施設の整備拡充に努め、保育サービ

スの充実を図ります。

○ 次世代育成支援計画の策定・推進

○ 子育てコミュニティ（地域の子育て支援ﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）の拡充

○ 子育て支援センターの設置

○ 待機児童ゼロを目指した施設配置

○ 保育メニューの拡充

○ 保育施設の整備・拡充

○ 放課後児童クラブの拡充

○ 幼保の一元化

○ 子どもの人権擁護体制の整備

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・シルバー人材センター
定年を迎え、就職は望まないが健康や生きがいのために仕事をしたいと考えている人に対して、一般家庭や

民間企業、官公庁等から高年齢者に向いている仕事を引き受け、提供する公共的、公益的な団体。

・ＮＰＯ Ｐ27参照

・高齢者生活支援ハウス
在宅で生活するには不安のある高齢者に対し、低料金で居住の場を提供する施設。生活援助員を配置し、各

種助言、相談及び緊急時の対応などを行う。

用語の解説

（４） 高齢者福祉の充実

新生市においては今後さらなる高齢化の進展が予測され、住民の高齢者福祉充実に対する期

待は高まる一方です。

生涯健康で、できるだけ要介護状態に陥らないよう、健康的なライフスタイル（生活習慣）

を推進するとともに、それを支援するための環境づくりとして介護予防や生活支援サービスな

どの充実を図ります。

生涯生きがいを持って健康に暮らせる地域づくりを目指し、前期高齢者の就労支援、シルバ

ー人材センターの充実を図るとともに、ボランティア活動への参加や、高齢者の生涯学習、世

代・地域を超えた人的交流などを積極的に促進します。

一方で関係福祉（法人）団体、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、地域との連携を強化し、介

護体制、介護支援体制のさらなる充実に努めます。

○ 高齢者生きがい対策の推進

○ 高齢者の生活の質向上のための施策展開

○ 高齢者の福祉・交流（社会参加）の場づくり

○ 養護老人ホームの施設整備

○ 高齢者生活支援ハウスの設置

○ 在宅介護支援、介護保険事業の充実

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・ティームティーチング
複数教師による指導。つまずきやすい単元などに、１クラスに２人以上の教師が入って、きめ細かい指導を

する授業方法。

・スクールカウンセラー
学校でいじめなどの相談にのる専門職員（臨床心理士や精神科医などの有資格者）。児童生徒・保護者への

カウンセリング、教員へのコンサルテーション等を行う。

用語の解説

（１）学校教育の充実

地域の学校教育を取り巻く環境は、少子化による児童生徒数の減少、完全学校週５日制の実

施、自然環境の悪化や情報化、国際化社会への推移など多様に変化してきています。

このような状況に対応した学校づくりを進めるため、家庭・地域社会における教育力の向上、

教育指導体制の整備を図ります。また、不登校やいじめといった諸問題の解決に向けた取り組

みを推進します。

○地域ぐるみ教育の意識醸成

○地域での学習・活動の場の充実

○ふるさと教育、体験学習の充実

○異年齢・異世代交流の促進

○教育指導方法（少人数指導、ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞ等）の充実

○スクールカウンセラーの派遣

○老朽施設・設備の整備、余裕教室の地域開放

○人権・同和教育の推進

○情報教育・福祉教育の推進

○地産地消型のセントラル・キッチン整備

○幼児教育環境の整備

○特別支援教育環境の整備

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・セントラル・キッチン
１ヵ所で集中的に調理して、給食や食堂などに料理を供給する厨房方式。

新生市のセントラル・キッチン構想は、地元で生産された食材を利用し、学校給食をはじめ、将来的には独

居老人への配食等、福祉、農・林・商（流通）業関係を併せて考える総合的なもの。

・特別支援教育
従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、学習障害〔LD〕、注意欠陥/多動性障害〔ADHD〕、高機能自閉症

を含めて、障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握して、その持

てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために必要な支援及び適切な教育。
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・コミュニティ Ｐ1参照

・コミュニティ・ステーション Ｐ16参照

用語の解説

（２）社会教育の充実

住民の誰もが、いつでもどこでも学ぶことができ、学んだ成果が生かせるよう、各種施設の

整備や学習機会の提供に努めます。また、価値観の多様化や、地域社会の連帯意識の希薄化、

地域コミュニティの弱体化などに対応するため、地域社会の教育力を高め、次代を担う子ども

たちから高齢者まで、地域社会に生きるすべてのひとびとの活力増進を図っていく必要があり

ます。

このような状況に対応し、地域コミュニティ・ステーション等を核に幅広い世代にわたって、

多様な価値観や個性を醸成するための学習活動の機会を拡大していきます。また、地域に息づ

く伝統文化を知り、体感するとともに、郷土の深い歴史や先人の知恵にふれ、これらを継承し

ていく地域づくりを目指します。

あわせて、学校・家庭・地域社会との連携を図りながら、人権に関する多様な学習機会の充

実に努め、人権意識を高揚させるための教育活動を促進します。

○生涯学習の推進体制の整備（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽﾃｰｼｮﾝ等の活用）

○多様な学習の機会、学習情報の提供

○世代間・地域間交流の推進

○芸術・文化活動の支援

○生涯学習施設の整備充実

○学習・体験・交流の機会づくり（農業体験学習プログラム等）

○人権・同和教育の推進と指導者の養成

方　向 方　向 

視　点 視　点 



sh inse i

.

・総合型地域スポーツクラブ
複数の種目が用意されており、地域のだれもが、年齢、興味、関心、技術、技能レベルなどに応じて参加で

きる、住民が主体的に運営する地域スポーツクラブ。

用語の解説

（３）スポーツ・レクリエーションの推進

健康づくりへの意識の高まりや余暇時間の増大などを背景として、さまざまなスポーツ活動

やレクリエーション活動へのニーズが高まっています。

地域を中心としたスポーツ・レクリエーション活動が日常的に身近に行える環境を整えると

ともに、各種活動を支える組織や団体、指導者の育成が求められています。

誰もがそれぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまで

も、スポーツに親しむことができる「生涯スポーツ社会」を目指します。あわせて各種競技大

会において、活躍できる競技者の育成・強化も推進していきます。

スポーツ・レクリエーションの振興については、地域の優れた自然環境を活かした活動、施

設の整備などを推進し、交流人口の拡大を促進していきます。

○ 総合型地域スポーツクラブの育成

○ 指導者の養成と活用

○ スポーツ・レクリエーション団体の育成

○ 自然利用型公園の整備、各種スポーツ・レクリエーション施設の充実

○ 野外活動（ｷｬﾝﾌﾟ、ﾊｲｷﾝｸﾞ、ｻｲｸﾘﾝｸﾞ、森林浴、自然観察等）の機会充実

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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（４）青少年の健全育成

地域コミュニティ機能の低下や、核家族化の進行、経済の低迷、情報化の進展などを背景と

して、青少年の非行や犯罪の増加、低年齢化などが大きな社会問題となっています。

未来の社会を担う青少年の育成は、すべての大人にとって重要な課題です。

親子の親睦を深める機会の拡大、地域行事への参加、奉仕活動やボランティア活動などへの

参加は健全な人格を育みます。

家庭・地域・学校・職場が一体となって青少年の健全育成に取り組める地域づくりを目指し

ます。

○ 子どもの人権尊重意識・青少年の健全育成意識の醸成

○ 家庭・地域・学校・職場教育の推進

○ 地域行事、奉仕活動やボランティア活動への参加促進

○ 新たな非行・犯罪防止相談窓口の設置

（５）文化・芸術活動の推進

今日
こんにち

まで地域で守られてきた有形・無形の文化財を適切に保存するとともに、地域住民の有

する個性ある伝統文化、芸術活動、伝統技術を受け継ぎ、さらに発展させるため、これらの活

動の活性化を目指します。

新生市の各地域に存在する伝統文化、芸術等を通じた交流の拡大や活動の成果などを披露す

る場や機会を拡大し、各種活動の活性化や活動する人の自己実現への意欲増進を支援します。

○ 伝統文化、芸術・技術の継承とひとづくり

○ 文化芸術団体・個人の登録と活動支援

○ 伝統文化芸術祭（仮称）の開催

○ 文化交流の支援

○ 史跡、文化施設等の整備拡充

方　向 方　向 

視　点 視　点 

方　向 方　向 

視　点 視　点 

・コミュニティ Ｐ1参照

用語の解説
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（６）男女共同参画社会の推進

男女の差別をなくし、男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮し、責任を分

かち合いながら多様な生き方を選択することができる社会を目指すとともに、男女ともがさま

ざまな活動に安心して参加できるよう社会の制度や慣行の在り方を考えていく必要があります。

地域のさまざまな計画や方針の決定に女性が参画できる機会を拡大し、また、夫婦がお互い

に協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や子育て、学習活動、

地域活動ができる社会を目指します。

○男女共同参画計画の策定

○男女共同参画社会に向けての学習・啓発活動の推進

○男女が共に担う家庭や社会の環境づくり

○審議会、地域づくり等への女性の参画機会の拡大

○女性の人権擁護体制の整備

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・1.5車線的整備
交通量が比較的少ない中山間地域等における生活道路の整備においては、地域の地形や道路の利用状況等を

考慮し、待避所の設置やカーブを緩やかにする改良など、従来の２車線改良ではなく１車線・２車線改良を適

度に組み合わせた手法。

・トリプル・ポート
一般的には国際重要港湾（ｼｰﾎﾟｰﾄ）、国際空港（ｴｱﾎﾟｰﾄ）、高速鉄道・道路網（ﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄ）の3つ。

・アクセス Ｐ7参照

用語の解説

（１）道路ネットワークの整備

道路ネットワークは、新生市の一体感の醸成、地域活力の向上、住民生活の利便性の向上に

おいて重要な役割を担います。

新生市を自在に移動できる道路ネットワーク、広域交流を促進する道路ネットワーク、福

祉・産業・教育・文化等の活動を円滑にする道路環境の創出を基本方向とし、「幹線道路」、「地

域幹線道路」、「日常的生活道路」の整備促進に努めます。

○ 東西南北・縦横の幹線道路ネットワークの整備促進

○ 地域幹線道路ネットワークの整備

○ 日常的生活道路の整備（1.5車線的整備含む）

○ 中海架橋の建設促進

○ トリプル・ポート（陸・海・空３つの港）へのアクセス改善

トリプル・ポートへのアクセスイメージ

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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（２）水環境整備の促進

住民の健康を育み、守り、いつまでも「きれいな水」を手に入れることができる環境を維持

するため、地域における水循環に配慮した総合的な水環境対策を推進する必要があります。

水辺の再生整備等を推進し、緑や河川を媒介とした上下流域住民の交流を促進し、「きれい

な水」に対する意識の啓発に努めます。

貴重な生態系の保全、河川や中海の水質浄化に向け、家庭や事業所の生活雑排水・汚水処理

対策を推進します。

また、森林・農地の持つ水源かん養機能の保全対策などを推進します。

○ 水辺（中海、河川）の環境の整備

○ 河川、森林に親しむ地域交流・学習の促進

○ 水質や水源環境の管理体制の確立

○ 生活雑排水の発生源(台所対策等)に対する意識啓発

○ 下水道の整備促進

○ 水源かん養、保水機能の保全

○ 動植物の生息環境の保全

方　向 方　向 

視　点 視　点 



sh inse i

.

・電子市役所
情報通信技術（IT）を活用し、行政サービス（情報発信、申請・届出・許認可などの行政手続き等）、事務

事業効率の向上を可能とする機能を備えた市役所。

・地域イントラネット
インターネットの技術を利用して構築される地域内ネットワーク（情報通信網）のこと。

・ＤＳＬ
Digital Subscriber Line。電話で使っている銅線（ﾒﾀﾙｹｰﾌﾞﾙ）をそのまま使って、高速デジタル通信を行う

方法のこと。代表的なものにＡＤＳＬ（非対称ﾃﾞｼﾞﾀﾙ加入者線）がある。

・光ファイバー Ｐ19参照

用語の解説

（３）地域情報化の促進

情報技術（IT）を基盤とするインターネットやパーソナル・コンピューターなどの急激な普

及にともなって、情報に関する環境は一段と複雑、高度になりつつあります。

このような社会環境の中で、住民の安心を支え、諸活動を効率化し、交流を活発化し、地域

を活性化するために、地域社会に有益な、時代に即した情報技術（IT）の導入を図ります。

同時に地域情報ネットワークの整備、個人の情報活用能力向上を推進します。

また、電子市役所の構築を推進し、情報技術（IT）を活用した効率的かつ迅速な行政業務を

行うことにより、住民サービスの向上に努めます。

○ 地域イントラネットの構築

○ 住民サービス情報システムの構築

○ 高速情報通信環境（DSL、光ﾌｧｲﾊﾞｰ等）の整備促進

○ 情報活用能力の向上を図る講習会等の開催

○ 他地域との情報交流の促進

○ 移動体通信（携帯電話）網未整備地域の解消

○ 電子市役所の構築

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・ユニバーサル・デザイン Ｐ19参照

・アクセス Ｐ7参照

・５Ｒ
qやめる・断わる（リフューズ）＝不要な物は買わない・もらわないwへらす（リデュース）＝むだ使いを

へらすe再利用（リユース）＝同じ物を何回も使うr修理する（リペア）t資源化する（リサイクル）＝再生

できるものは資源回収に出す

・地域サイン計画
サイン＝看板・標識。地域（集落）や道路・施設等、わかりやすい案内看板・標識を計画的に配置していく

こと。

用語の解説

（４）生活環境整備の促進

私たちみんなが住みやすく、美しい水や緑、自然との調和を目指し、環境に負荷を与えない

自然にやさしい資源循環型の地域社会を形成していく必要があります。

若者の定住を促進する住環境整備や水・緑に恵まれたやすらぎ、憩い、交流の場を創出し、

うるおいのある生活空間整備を推進します。

子供やお年寄り、障害者にやさしいユニバーサル・デザイン化を推進します。

イエローバスの利便向上を図り、ひとびとが自在に移動できる交通手段を提供します。特に

中山間地域においてはイエローバスによる市街地へのアクセスの向上を図り、生活に必要な日

用品を容易に手に入れることのできる環境の整備に努めます。

○ 省資源・省エネルギー型の地域社会の形成

○ 環境を守る５Ｒの推進

○ ゴミの分別収集体制の確立

○ 環境への負荷が少ない処理施設の整備（ゴミ処理施設、し尿処理施設等）

○ コンポスト(堆肥)化、有機肥料化の推進

○ 公共賃貸住宅の整備、住宅団地の開発

○ 上水道の整備促進

○ 憩いの空間づくりの推進

○ ユニバーサル・デザインの導入

○ 除雪対策の充実

○ 公園墓地の開発

○ 地域サイン計画の推進

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・新エネルギー Ｐ19参照

・ＩＳＯ １４０００シリーズ
ＩＳＯ（国際標準化機構）＝国際的な（世界共通の）標準規格を作成する組織。

１４０００シリーズ　　　＝環境保全（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）に関する標準規格。

用語の解説

（５）自然環境・景観の保全

恵まれた自然環境、伝統的な景観は新生市の個性であり財産です。これらを後世に伝えてい

くことは、この地域に住む私たちの責務です。

緑の山なみ、河川や中海沿岸の水辺の景観など、自然環境の適切な保全を行うとともに、地

域の個性である田園風景や町なみなど、美しい景観、歴史的景観の保存・活用に努めます。ま

た、地球温暖化防止の観点から、二酸化炭素の排出抑制に対する意識の高揚を図り、大気汚染

の防止に努め、「水と緑と文化が調和する健康・交流のまち」にふさわしい環境と景観を守りま

す。

○ 緑の環境保全（緑のﾀﾞﾑ機能の維持向上等）

○ 多様な生態系に配慮した河川、護岸整備の推進

○ 新エネルギーの活用促進

○ 環境マネジメント規格（ISO 14000ｼﾘｰｽﾞ）に基づいた行政活動の展開

○ 廃棄物の不法投棄監視体制の強化

○ 環境に対する意識啓発、環境学習の推進

○ 住民やボランティア等の活動支援

○ 景観に関する基本計画の策定

○ 史跡・歴史的町なみの保全

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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（６）地域防災・防犯の推進

当地域の歴史を振り返ると飯梨川の度重なる氾濫など、幾多の水害を経験し、今日に至って

います。近年では、「鳥取県西部地震（平成12年10月6日に発生）」が、当地域においても甚大な

被害をもたらし、改めて自然災害の恐ろしさを実感させられました。

今後は、こうした水害や地震をはじめとする自然災害に迅速に対応できるまち、地域の安全

は地域で守るまちづくりが求められます。

住民の生命や財産を守るため、河川の氾濫防止対策、土砂流出・地すべり対策等を推進する

とともに、地域の実情に合った防火体制や消防・防災体制の充実を図ります。また、関係機関

との連携を深め、交通安全、防犯対策も強化していきます。

○ 防災行政体制の構築（地域防災計画、防災拠点の整備等）

○ 迅速な情報・伝達網づくり（防災行政無線等）

○ 消防施設・設備の整備

○ 地域消防団との連携による消防・防災体制の強化

○ 歩車道分離や交通安全対策（街路灯・ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置等）の推進

○ 交通安全意識、防犯意識の啓発

○ 河川改修、地すべり、がけ崩れ、砂防対策の充実

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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（１）農林業の振興

農業・林業の振興は地域活力の向上にとって不可欠な要素です。

活力ある農業生産に向けて、豊かな自然、地域の特性を生かしながら、担い手の育成確保に

努め、「生産基盤の整備」「生産団地の育成」「流通体制の構築」「加工対策」「ブランド化」など

を中心とし取り組んでいきます。また、有機農産物等の環境にやさしい農業を目指し、生産者

と消費者が連携した地産地消、農作物の鳥獣被害対策等も積極的に推進します。

林業については、森林の持つ水源かん養、地球温暖化防止等の公益的機能を十分に発揮する

豊かな森づくりを目指して、林道整備、間伐を計画的に行い、シイタケ等の特用林産物の振興

などに取り組みます。

○ 農業後継者、集落営農組織の育成

○ ふるさと公社（仮称）の設立

○ ほ場、農道等の生産基盤の整備

○ 低コスト稲作と特色ある米づくり

○ 果樹・野菜・園芸作物の振興、団地化の推進

○ 畜産施設の整備支援、肉用牛、酪農の振興

○ 安能農道を軸とした農畜産物の流通拠点施設等の整備

○ 農畜産物の加工、高付加価値化、販路の拡大（契約栽培の促進）

○ ドジョウ等の地域特産物のブランド化

○ 有機農産物、エコロジー農産物の生産拡大

○ 農産物直売施設の拡充、学校給食等を通じた地産地消

○ 耕作放棄地、遊休農地の有効活用

○ 新規就農者の支援

○ 市民農園の開設、貸農園の整備

○ イノシシを中心とした鳥獣被害対策の強化

○ 林道、作業道の整備

○ 間伐の計画的実施と間伐材の利用促進

○ 育成複層林施業の推進

○ シイタケ、タケノコ等の特用林産物の振興

方　向 方　向 

視　点 視　点 

用語の解説

・特用林産物
森林から生み出される木材以外の生産物。「シイタケ」「エノキタケ」「ブナシメジ」等のきのこ類、「竹材」

「桐材」「うるし」等の伝統的工芸品原材料、「木炭」等の木質系燃料、樹実類、山菜等のこと。

・ふるさと公社（仮称）
基本的には、現行の「広瀬町農林公社」を拡充したもの。将来的には特産品の開発・販売、農地の保全や労

働力の斡旋など、総合的に農林業の振興を推進・実行する団体。(構想)
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・安能農道
伯太町母里～安来市上吉田～広瀬町菅原を結ぶ農業経営基盤の基幹連絡道。

圏域内の連携を強化し、一体的な農畜産物生産体制の確立及び生産量の拡大・安定化を図ると同時に、新し

い物流システムの確立による高効率な農産物供給地域の形成を目的とした道路。

・エコロジー農産物
島根県が独自に推奨する農産物で、減農薬、減化学肥料により生産されたもの。

・育成複層林施業
森林を構成する林木を択伐等により部分的に伐採し、人為により複数樹冠層を構成する森林として成立させ

維持する施業。
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・ｅビジネス
広義には、インターネットのほか、ＥＤＩ(電子データ交換)などのコンピュータ・ネットワークを基盤とし

て、顧客や企業間の取引をオンラインで行うeコマース（電子商取引）、情報提供やマーケティングなど、ネッ

トワークベースで行われる業務活動のこと。

用語の解説

（２）商工業の振興

産業を活性化し、地域を元気にする起業家を育て、自立した個人の自己実現と地域活力の向

上を目指します。

商業は、商工会議所・商工会を中心とする商業振興イベントの開催支援、空き店舗を活用し

た商店街の活性化促進等により、まちづくりと一体となった商業振興を図ります。

また、中山間地域においては、地域の要望にあった商品宅配システムの構築を推進するなど、

生活に必要な日用品を容易に手に入れることのできる環境の整備に努めると同時に、地域商業

の活性化を図ります。

工業は、金属加工を核に、新たな関連企業の誘致や起業家の育成を支援する一方で、産学官

の連携強化、研究基盤を持たない中小企業への支援を行い、新技術、先端的技術の開発を促進

します。

さらに、創業、経営革新、多角化、ｅビジネスなど、新分野への進出を側面的に支援します。

○ 物品販売促進イベントの開催支援

○ 空き店舗への対応（交流空間づくり）

○ 空き店舗等を活用した創業（NPO、ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ、SOHO）支援

○ 商品宅配システムの構築支援

○ 店舗ファサード改装、製造販売一体型の店舗づくりへの支援

○ 圏域内商業施設へのアクセス向上、買物バスの利便性向上

○ 新技術、先端技術の開発支援

○ 伝統技術を活用した産業振興の推進

○ 鉄鋼業、機械部品加工業の共同受注・販路拡大支援

○ ｅビジネスのまち構築支援

○ 地元特産品の情報発信、販路拡大の支援

○ 伝統産業（織物、染物、和紙、陶芸品、鍛造品、木材加工品等）技術の継承支援

○ 異業種交流や共同受注の支援

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・ＮＰＯ Ｐ27参照

・コミュニティ・ビジネス
地域の人々が、地域に眠っている資源（労働力、原材料、技術力など）を活用して行う小規模ビジネスで、

利益の追求に加え地域課題の解決を目指すもの。

・ＳＯＨＯ
スモールオフィス・ホームオフィス。在宅勤務を含めた小規模オフィスでの勤務形態。

・店舗ファサード
店舗の正面部分。

・アクセス Ｐ7参照
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・データ・ベース
関連する各種のデータを一カ所に集中・整理したもの。

・グリーン・ツーリズム Ｐ20参照

用語の解説

（３）観光の振興

新生市内には、価値ある遺跡や史跡、まつり、古社寺、茶室・庭園をはじめ、優れた文化財

（芸術・美術品、伝統工芸品、伝統技術、伝統芸能等）が豊富に保蔵されています。

また、美しい田園景観、雄大な眺望、素晴らしい泉質と湯量を誇る温泉などに恵まれていま

す。

このような資源を活かし、観光協会を軸に観光資源の「ルート化」、「連携強化」、「情報発信

強化」を図り、地域の歴史や伝統を実感できる「体験型観光」、美しい自然と農村文化にふれ

る「グリーン・ツーリズム」などを推進し、観光産業の基盤整備に努めます。

○ 安来節、月山富田城、チューリップを核とした観光振興

○ 安来節会館の建設

○ ドジョウ料理の開発

○ 鷺の湯温泉、上の台緑の村、富田山荘・湯田山荘の充実

○ 観光ルートの開発、観光施設同士の連携の強化

○ 観光データ・ベース化による情報発信

○ ボランティアガイドの育成

○ 体験型観光（染物、紙漉き、陶芸、農作業など）の振興

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・Ｕターン
大都市などに移住した人が、再び出身地やもとの居住地に戻ること

・Ｊターン
大都市の大学などの卒業生が、出身地の近くにある中核都市などに移り住むこと

・Ｉターン
大都市などで生まれ育った人が、地方に移り住むこと

用語の解説

（４）雇用の促進

長く低迷している経済状況の中、失業者の増加や就職難が続くなど、雇用をめぐる情勢は極

めて厳しいものがあります。

このような雇用環境のなかで、地域の雇用を確保していくため、環境分野、農林業分野、福

祉分野を中心に雇用の機会拡大に向けた取り組みを促進します。また公共施設等の整備・維持、

公共サービスの運営については官民の適切な役割分担に基づく、新たな官民パートナーシップ

の形成に努めます。

企業誘致については、生産拠点の海外移転等の空洞化が激しく、容易ではありませんが、県

や関係諸団体との連携を強化する一方、地域活力の向上を目指した新たな施策を展開すること

とします。

○ Ｕ・Ｊ・Ｉターン者の受け皿づくり

○ 新規就農者受け入れ体制の整備・拡充

○ シルバー人材センターの拡充

○ 農繁期の作業受託、山林保全作業の受託グループの育成

○ 定年帰農の推進

○ 女性の社会進出の支援

○ 島根東部地域職業訓練センターの活用

○ 企業誘致による就労の場の創出

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・コミュニティ Ｐ1参照

・地域イントラネット Ｐ39参照

・コミュニティ・ステーション Ｐ16参照

・光ファイバーケーブル Ｐ19参照

用語の解説

（１） 地域コミュニティの確立

高齢者世帯の増加、核家族・共働き世帯の増加、就業者の通勤範囲の拡大等により、地域の

活力・住民の自治能力は次第に弱まりつつあります。

地域に息づく伝統文化をもう一度見つめ直し、地域を元気にし、発展させていくために地域

コミュニティの確立を推進します。

身近な共通課題は地域でともに考え、住民自らが話し合い、地域でともに助け合い解決して

いくことが地域コミュニティ、住民による自治の原点であると考えます。これまで行政主導で

行ってきた活動を地域住民が主体となり、行政が側面から支援する仕組みを創出し、地域社会

を新たな形で活性化する方向を目指します。

公民館区域を一つの地域単位として、諸行事等自治活動への支援を行うとともに、地域の活

動を活発にする情報ネットワーク基盤（地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ網）を整備します。さらに、地域の活動

(地域振興・生涯学習等)、共助の地域づくりの核となる拠点施設〝地域コミュニティ・ステー

ション〟の整備を推進し、住民の自治能力の向上、地域コミュニティの確立を図ります。

○ 地域コミュニティ・ステーションの整備

○ 地域コミュニティの情報発信・情報の共有の強化

○ 情報インフラ（光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙによる地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ等）の整備

○ 公民館、体育協会、消防団等の地域活動支援

○ 地域のイベントや伝統行事などの支援

○ 地域課題の解決や活性化に向けた行政との協働の実践

○ 地域ボランティア団体の育成

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・ＮＰＯ Ｐ27参照

・コミュニティ Ｐ1参照

・ノーマライゼーション Ｐ17参照

用語の解説

（２）共助の地域づくり

私たちは、地域において〝ひと〟と〝ひと〟の関わりや組織・団体同士の関わり合い、都市

と農山村地域との関わり合いなど、さまざまな関係を保ちながら生活しています。

このような関係が良好に保たれるためには、多様な主体者（住民、ＮＰＯ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、行政、

団体、企業など）が対等なパートナーとして社会に参加・参画できる環境が必要となります。

これらの主体者が相互に助け合い、連携して不足するものを補い合うこと（連携・補完）によ

って地域の繁栄、地域における安心感のある暮しが実現できるものと考えられます。

また、今なお根強く残る偏見や差別意識、高度情報化や国際化、社会経済状況の変化等を背

景に、人権に関するさまざまな問題が発生しており、今後より一層、人権意識の高揚を図って

いく必要があります。

新生市においては、あらゆる偏見や差別意識の完全解消のための総合的な人権教育を推進す

る一方で、地域においても住民一人ひとりが、同和教育をはじめ人権問題について学習できる

機会の拡大に努め、人権を尊重した共助の地域づくりを目指します。

○地域コミュニティ相互の交流機会の拡大

○思いやりのある相互扶助の地域づくりの推進

○地域に根付いてきた祭事、伝統行事を通じたコミュニティ意識の醸成

○NPO・各種団体等との協働による地域づくりの推進

○人権教育・啓発に関する基本方針等の策定

○人権意識高揚のための啓発活動

○ノーマライゼーションの地域づくり

○人権相談窓口の拡充

○在住外国人のための相談体制の整備

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・デュアルライフ
都市と農村の共生・対流を促進する都市と農山村を双方向に行き交う生活スタイル、農山村の魅力を享受で

きる生活スタイル。

・ウオーターフロント
港湾などの水辺の空間。

用語の解説

（３）多様な交流の促進

〝ひと〟と〝ひと〟の出会いやふれあいを大切にした近隣都市との交流、住民や民間団体が主

役として活躍できる国際交流を図り、新しい価値観や考え方にふれる機会、異文化にふれる機

会の拡大を推進します。

また、多彩な交流の拡大に向けて、地域の優れた歴史、景観、文化などの素材を生かした環

境の整備、道路ネットワークの整備、情報通信網の整備に努めるとともに、国際化に対応でき

る人材の育成、外国語習得の機会の拡大にも力を注ぎます。

○ 密陽
ミリアン

市（大韓民国慶尚南道）との姉妹都市交流の継続

○ 異文化（国際）交流の推進

○ 外国語指導者の招へい

○ 交流促進施設の拡充

○ デュアルライフの推進

○ 中海ふれあい公園（仮称）の整備促進

○ 親水空間、市民の森、水と緑の空間(ｴｺ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ)の活用

○ ウオーターフロントの整備

○ 史跡・歴史的町なみの活用

○ 伝統的祭事、伝統行事による交流促進

○ 青空市・朝市の創出

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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・アクセス Ｐ7参照

用語の解説

（４）連携の地域づくり

私たちの新しいまちは、山陰両県の中央、中海圏の中央に位置します。さらに新生市は、こ

の中海圏沿岸部に連担して広がる都市的地域の中にあって、自立的に人が生活するのに必要な

要素（豊かな水・緑・エネルギー・技術・食糧・歴史・文化など）をバランスよくそなえる都

市となります。

今後は、このような特性を最大限に活かし、中海を取り巻く都市との連携を深め、個性と存

在感のある「水と緑と文化が調和する健康・交流のまち」への成長を目指します。

○ 都市間連絡道路網の整備促進

○ 高次都市機能（国際空港・国際港湾・高度医療施設等）へのアクセス改善

○ 広域連携を図る協議会等の組織化

○ 多様な組織等（住民・行政・企業、各種団体）の連携強化

方　向 方　向 

視　点 視　点 
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（1）最重点事業

項　　　　　目

Ⅳ-1.地域のなかで支えあう安心のまちづくり

Ⅳ-2.人が輝く活力発揮のまちづくり

Ⅳ-3.みんなが住みよい快適環境のまちづくり

Ⅳ-4.多彩な魅力と想像力豊かなまちづくり

Ⅳ-5.参加と交流のまちづくり

Ⅵ.公共施設の統合整備

事　　　　業　　　　名

地区介護予防拠点施設

セントラルキッチン整備

地域情報ネットワーク整備事業

消防庁舎・防災センター建設

ふるさと公社（仮称）設立

コミュニティ・ステーション開設（公民館機能拡充）

本庁舎建設
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（２）重点事業

Ⅳ-1.地域のなか

で支えあう安心

のまちづくり

Ⅳ-2.人が輝く活力
発揮のまちづくり

Ⅳ-3.みんなが住

みよい快適環境

のまちづくり

項　　　　　目 事　　　　業　　　　名

保健・医療の充実

子育て環境の充実

高齢者福祉の充実

学校教育の充実

道路ネットワーク

の整備

水環境整備の

促進

生活環境整備の

促進

地域情報化の

促進

地域防災・防犯の推進

医療機器の更新・新規追加
附帯施設整備

赤屋保育所
地区介護予防拠点施設
［特養］伯寿の郷増築（増床）

社日小学校改築

矢田新宮線
清瀬神宮寺線
安来港飯島線
和田南線道路
沢吉岡線
社日橋東線（臼井地内道路改良）
木戸川東線
月山線
塩谷牧谷線
塩谷線
杉谷線
広瀬布部線
局部改良（八城、宇波　町
帳5号　天場、菅沢線）
井尻福富線
峠之内大谷線
久之谷線
北谷学校線

布部地区
山佐地区
横屋（峠之内）地区
西谷地区
日次地区
吉田地区
広瀬地区
伯太地区
地域イントラネット基盤施
設

臼井団地
汐彩住宅団地
広瀬地区住宅団地
安田団地
水源地、配水・老朽管等改良
東比田地区簡易水道
施設改良
小竹地区簡易水道
福富飲料水供給施設

ポンプ自動車、積載車
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農道整備（西市～大塚）
ほ場整備（八方原、牧谷、
踊原、金原）

ドジョウ振興
和牛振興
お茶振興
西比田直売施設
木呂畑
伯太地内（4路線）
安来駅前整備（駅舎改築）
旧鎌田邸整備

湯田山荘交流促進施設整備
（産直施設等）
史跡富田城跡環境整備
荒島古墳群整備

山林地籍調査

Ⅳ-4.多彩な魅力

と想像力豊かな

まちづくり

項　　　　　目 事　　　　業　　　　名

農林業の振興

商工業の振興

観光の振興

多様な交流の促進

地籍調査

全棟調査

Ⅳ-5．参加と交

流のまちづくり

Ⅵ.公共施設の統
合整備

その他
公共関連地籍調査
安来地区地籍調査
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新生市は島根県と連携を図り、社会基盤整備をはじめ、住民福祉の向上に努め、将来像の実

現を目指します。

特に道路、河川、砂防、港湾、治山、農業・農村基盤整備に係る事業については、島根県が

主体となる事業、あるいは島根県と一体となって取り組む事業が多く、新生市においてもこれ

らが円滑に実施されるよう協力するとともに、事業の早期着手、早期完了に向けた調整・推進

を図ることとします。

なお、これまで安来市、広瀬町、伯太町がそれぞれに要望を行ってきた事業については、基

本的には新生市においても引き継ぎ、協議・調整を行います。

広瀬町宇波水田原～肥育センター区間等

安来市吉佐～伯太町安田山形

伯太町須山福富

事　業　実　施　箇　所事　　業　　名

国道432号　菅原広瀬バイパス

［主］安来木次線　切川工区

都市計画街路（道路）事業　飯島切川線

［主］安来伯太日南線
母里工区

井尻工区

［主］安来伯太日南線

［一］広瀬荒島線 田頼工区

［一］布部安来線

上吉田工区

宇波工区

［一］安来インター線　島田工区

［一］清水寺線　清水工区

［一］米子広瀬線　安田工区

［一］米子伯太線　吉佐工区

［一］草野横田線

［一］東比田布部線

［一］西伯伯太線

［一］本山伯太線

須山工区

小竹工区

港湾整備事業

廃棄物埋立護岸整備

汚泥浚渫

道路・防波堤

中海ふれあい公園（仮称）整備事業

広瀬町菅原～祖父谷

安来市切川～安来道路側道

安来道路側道～飯島

伯太町安田～東母里

伯太町東母里～井尻日次

伯太町草野（六呂坂）等

安来市田頼

安来市上吉田

広瀬町宇波水田原尻橋区間

安来市細井～須崎

安来市清水

伯太町未明地内（焼橋）

広瀬町東比田道城～伯太町草野

広瀬町東比田～布部（大峠地内）

伯太町上小竹

安来港

安来市穂日島
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中海架橋、荒島―東出雲町意東を結ぶ農道、林道 須谷山佐線、一般県道本山伯太線及び西伯

伯太線の赤屋地内の整備・推進については、今後も重要な懸案として扱うこととし、事業の実

施に向け、要望・協議を継続します。

事　業　実　施　箇　所事　　業　　名

吉田川河川整備事業

田頼川河川整備事業

木戸川河川整備事業

津田平川河川改修事業

蛇喰川河川改修事業

道尻川河川改修事業

新宮川河川改修事業

飯梨川広域基幹河川改修事業

大谷奥川通常砂防事業

新市川通常砂防事業

卯月川通常砂防事業

植田地区急傾斜地崩壊対策事業

神庭地区急傾斜地崩壊対策事業

県営住宅（臼井団地）整備事業

安能広域農道整備
第１期地区

第２期地区

金屋子地区農道整備
第３期地区

第４期地区

笹刈農道整備

宇賀荘第一地区県営ほ場整備

宇賀荘第二地区県営ほ場整備

安田地区ほ場整備

農業用水確保対策

山地治山事業（治山事業）

保安林整備事業（治山事業）

水土保全事業（治山事業）

農業用河川工作物応

急対策事業
水門改良

安来市沢～吉田口

安来市山根～ＪＲ

Ｒ９～安来伯太日南線

安来市西赤江

伯太町安田～東母里

安来市利弘

広瀬町富田

安来工区

広瀬町布部工区

広瀬町下山佐

広瀬町広瀬

伯太町西母里

安来市植田

安来市神庭

安来市臼井団地

広瀬町～安来市～伯太町

広瀬町～伯太町

広瀬町西比田～西谷

安来市宇賀荘

伯太町安田

国営中海土地改良事業受益地区

全域

全域

全域

田頼川（山根地区）

伯太川－伯農水（母里岩居）

.
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・セントラル・キッチン Ｐ31参照

用語の解説

公共施設の統合整備

これまでそれぞれの市・町で整備を行ってきた公共施設については、新生市民共有の財産と

して、住民福祉の向上のために有効に活用することを基本とします。

今後については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分に配慮し、地域の特殊性やバ

ランス、さらには財政事情等を考慮しながら、地域住民とともに逐次検討を行い、無駄の無い

適正な配慮と整備に努めます。

○新庁舎建設

新生市庁舎の建設については、合併後、位置、規模、機能などを決定し、建設を推進します。

○広瀬地区統合中学校建設

広瀬地区の中学校を統合し、「広瀬町統合中学校」の建設を推進します。

○給食施設統合

地元で生産された食材を利用し、学校給食をはじめ、将来的には独居老人への配食等、福祉、

農・林・商（流通）業関係が一体となって稼動する総合的な給食センターの整備を推進します。

（セントラル・キッチン構想）

○消防庁舎建設

消防庁舎については、市役所（本庁・支所）との連携強化を考慮し、建設を推進します。
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《高齢者対策の充実》
高齢者が安心して健康に暮らせる保健・医療・福祉の総合的な連携や健康づくり、介

護状態にならないようにする啓発の機会づくり（介護予防）を充実させて行く必要があ
ります。
多様なニーズに応えられ、市内どこでも同じ水準のサービスが提供できるよう体制を

整備して行く必要があります。

《少子化に対応した地域づくり》
少子化対策として、安心して子どもを生み育てることができるサポート体制を充実さ

せていくとともに、教育施設・機能の再編整備や子ども同士の多様な交流の促進など少
子化に対応した地域づくりを進めていく必要があります。

《生活環境基盤の整備充実》
生活道路網の整備、上下水道（農業集落排水施設等）の整備、情報通信ネットワーク

の整備など、基本となる生活環境基盤の整備を進めていく必要があります。

《地域コミュニティの活力増進、地域の伝統文化の振興》
地域住民の最小単位となる地域コミュニティの活性化を図るため、地域づくりへの住

民参加の機会の拡充、公民館活動や婦人会、老人クラブ等の活動、生涯学習などを推進
する必要があります。また、地域に根付いている固有の伝統文化の振興に向けた支援を
図っていく必要があります。

《若者の定住促進、農林業等の担い手育成》
若者の定住を促進するための対策を総合的に実施していくとともに、農林業や商業な

ど地域の産業・生活機能を担う人材の育成に努める必要があります。

《産業活力の維持向上、観光資源等の活用、交流人口の拡大》
ものづくりを中心とした技術向上や人材育成、雇用の場の創出などに取り組む必要が

あります。また、地域観光資源を活用した観光産業の活性化などによる交流人口の拡大
を図っていく必要があります。

《自然環境の保全、環境問題への取組》
美しい緑と水、生態系の保全を図るとともにゴミ、生活雑排水の処理体制を強化して

行く必要があります。また、資源の有効利用やISO 14000シリーズへの対応などによる環
境問題対策が求められます。

《行政能力の向上、財政基盤の強化、行政の効率化》
住民の高度で多様なニーズに対応できる行政能力の向上、財政基盤の強化、行政コス

トの削減などを図っていく必要があります。

《他地域との連携強化》
近隣都市となる松江市、米子市、境港市などとの連携を強化し、それぞれの都市の個

性を活かした山陰の中央に位置する一体的な都市圏の形成を図っていく必要があります。





安来市・広瀬町・伯太町合併協議会

“新生”安来市元気・いきいき・快適都市




